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三豊市過疎地域持続的発展計画に
関する最終年度評価について

令和８年４月
三豊市政策部地域戦略課

資料1
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【三豊市の過疎地域】
詫間町・仁尾町・財田町

【過疎地域持続的発展計画とは】
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」（令和３年法律第１９

号）第8条第1項の規定に基づき、過疎地域の持続的発展を図るために必要な事
項を定めるもの。

【計画期間】
令和3年4月1日〜令和8年3月31日（５年間）
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達成状況の最終年度評価
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【評価内容】
本計画「（5）地域の持続的発展のための基本目標」において、「三豊市第２次総

合計画」に基づき63,500人＋を人口目標に掲げ、11の項目で示す施策を展開するこ
とで、魅力的なまちの実現による人口増加をめざすこととしている。
→（１）人口目標
（２）11の施策の取組状況

【計画の達成状況の評価に関する事項】
三豊市過疎地域持続的発展計画の13ページ「（６）計画の達成状況の評価に関す

る事項」において、過疎計画の「達成状況評価は、外部委員会等により計画の中間
年度および最終年度に行う。」としている。
→令和7年度が最終年度
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【評価の実施】
過疎対策は、市全体の持続的な発展に向けた取組と密接に関連しており、まち・

ひと・しごと創生総合戦略の推進とも一体的に進める必要がある。そのため、三豊
市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会において、最終年度評価を実施した。
→三豊市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会（令和8年2月25日）
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本計画策定時点（R2.10.1）の人口は61,857人であり、計画策定以前から目標値を割
り込んでいたものの、さらに令和8年1月1日現在では、56,949人と目標値を約6,500人
下回るなど、人口目標の達成が厳しさを増している状況となっている。

【（１）人口目標】

目標値との比較現状
（R8.1.1）

本計画策定時
（R2.10.1）目標値

△6,55156,94961,85763,500＋
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【（２）11の施策の取組状況】
・11の施策において、それぞれ計画期間内に実施すべき事業（計53事業）が定められている。

・最終年度評価にあたり、以下の項目について担当課による自己評価を実施。内容は別紙参照。
①令和5・6・7年度に実施した内容
②実施内容に対する評価
③今後の課題と対応策

（１）人口目標、（２）11の施策の取組状況について、
三豊市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会の委員から
頂いた意見に対し、資料３のとおり回答を行い、了解を得た。


